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一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る

戦
国
時
代
の
文
献

佐

藤

は
じ
め
に

氷
は
人
間
生
活
と
自
然
環
境
の
関
係
を
示
す
も
の

と
し
て
歴
史
的
に
注
目
さ
れ
る
。
冬
に
氷
を
貯
え
、

夏
に
そ
れ
を
出
し
て
供
給
す
る
氷
室
は
古
く
か
ら
東

西
に
あ
り
、
特
に
四
季
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
日
本

(1) 

で
は
有
益
な
も
の
だ
っ
た
。
古
代
の
氷
室
と
氷
に
関

す
る
制
度
に
つ
い
て
は
『
令
義
解
』
や
『
延
喜
式
』

に
詳
細
な
規
定
が
あ
り
、
ま
た
正
倉
院
文
書
や
長
屋

王
家
木
簡
な
ど
の
史
料
や
実
地
調
査
に
よ
っ
て
か
な

(2) 

り
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
中
世
朝
廷

の
氷
室
を
司
っ
た
主
水
司
に
つ
い
て
も
、
諸
司
領
と

(3) 

し
て
の
氷
室
が
注
目
さ
れ
研
究
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

戦
国
時
代
の
氷
室
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況

で
あ
っ
た
の
か
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
ず
、
研
究
の
余
地

が
あ
る
。

圭

福
井
県
福
井
市
に
所
在
す
る
国
指
定
特
別
史
跡
一

乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
は
、
戦
国
大
名
越
前
朝
倉
氏
の
城

下
町
の
遺
跡
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
。
朝
倉
氏
は
最

後
の
当
主
朝
倉
義
景
が
織
田
信
長
に
よ
り
滅
ぼ
さ

れ
、
近
世
大
名
家
と
し
て
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
朝
倉
氏
自
身
な
ら
び
に
一
乗
谷
に
関

す
る
伝
来
文
書
は
乏
し
く
、
関
係
史
料
も
限
ら
れ
て

い
る
。
明
の
徽
州
府
の
人
鄭
舜
功
が
編
纂
叙
述
し
た

『
日
本
一
鑑
』
に
は
、
越
前
一
乗
谷
の
氷
室
か
ら
氷

を
進
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
中
国
の
同
時
代
史

料
に
一
乗
谷
の
こ
と
が
見
え
る
の
は
非
常
に
珍
し
く

注
目
さ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
一
乗
谷
の
氷
室
に
関
す

る
『
日
本
一
鑑
』
の
記
事
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
当

時
の
氷
室
と
氷
の
進
上
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
述

べ
る
。

『
日
本
一
鑑
』
の
記
事

『
日
本
一
鑑
』
は
中
国
明
代
に
お
け
る
日
本
研
究

の
最
大
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
日
明
関
係
や
日
本

語
、
地
理
等
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
「
臨
島

新
編
」
四
巻
、
「
窮
河
話
海
」
九
巻
、
「
梓
海
図
経
」

三
巻
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
、
影
印
本
で
五
三
二

ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
。
全
体
の
構
成
は
多
岐

に
わ
た
る
が
、
記
載
形
式
か
ら
地
図
、
語
葉
集
成
、

論
述
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
「
窮

河
話
海
」
巻
一
「
時
令
」
の
項
の
論
述
に
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
(
二
ハ
二
ペ
ー
ジ
、
以
下
前
述
註

(5)
の
影
印
本
に
よ
り
掲
載
箇
所
を
示
す
)
。

六
月
、
且
月
、
二
玄
皆
熱
月
、
月
朔
以
泳
進
玉
、

分
賜
群
臣
、
按
、
彼
之
泳
例
蔵
越
前
一
乗
渓
、

預
備
以
供
此
節
云
、

こ
の
「
時
令
」
の
項
は
日
本
の
気
候
、
な
ら
び

に
正
月
か
ら
十
二
月
に
至
る
月
の
和
名
と
年
中
行

事
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
し
た

六
月
朔
日
の
部
分
は
、
こ
の
日
、
王
に
氷
を
進
上

し
、
そ
れ
を
群
臣
に
分
け
与
え
る
こ
と
が
日
本
で
行

わ
れ
た
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
編
者
の
按
ず

る
と
こ
ろ
、
そ
の
氷
は
越
前
の
「
一
乗
渓
」
で
準

備
さ
れ
て
こ
の
行
事
に
供
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
こ

の
「
一
乗
渓
」
と
は
す
な
わ
ち
一
乗
谷
の
こ
と
で
あ

り
、
別
に
同
書
の
「
腕
島
新
編
」
巻
二
、
三
、
四
の
語

葉
集
成
の
部
分
で
次
の
三
語
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る

(
七
二
、
九
三
、
一
二
三
ペ
ー
ジ
、
な
お
解
説
部
分
は

二
行
割
注
で
記
載
さ
れ
る
が
、
一
行
に
改
め
た
)
。

一
乗
渓
在
越
前
、
斯
地
也
冬
則
蔵
泳
、
夏
六

月
朔
進
夷
玉
、
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在
越
前
之
一
乗
渓
、
冬
月
蔵
泳
、
夏

六
月
朔
進
夷
玉
、

一
乗
渓
名
、
在
越
、

以
上
合
計
四
か
所
に
あ
ら
わ
れ
る
『
日
本
一
鑑
』

の
「
一
乗
渓
」
の
扱
い
を
見
る
と
、
編
者
は
「
一
乗

渓
」
の
存
在
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
引
用
し
た
記
事
は
一
連
の
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、

越
前
の
一
乗
谷
に
氷
室
が
あ
っ
て
、
冬
に
収
蔵
し
た

氷
を
六
月
一
日
に
「
夷
王
」
に
進
上
し
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
記
載
は
前
後
の
中
国
史
料
や
日
本
史
料
に

全
く
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
き
わ
め
て
貴
重
な

記
事
で
あ
る
。

編
者
の
鄭
舜
功
は
明
の
嘉
靖
三
十
五
年

(
一
五
五
六
)
、
す
な
わ
ち
日
本
の
弘
治
二
年
の
五
月

に
九
州
に
来
航
し
て
半
年
あ
ま
り
豊
後
府
内
や
臼
杵

に
滞
在
し
、
そ
の
間
京
都
に
二
人
の
部
下
を
遣
し
て

来
意
を
伝
え
、
ま
た
広
く
日
本
に
関
す
る
情
報
を
集

め
た
。
そ
し
て
豊
後
大
友
氏
や
そ
の
配
下
の
府
内
在

住
の
僧
侶
な
ど
の
知
識
人
と
親
交
を
結
ん
で
同
年

十
二
月
出
帆
し
た
。
鄭
舜
功
は
自
ら
訪
日
を
志
願
し

て
認
め
ら
れ
、
明
の
緊
急
課
題
で
あ
る
倭
冠
対
策
の

た
め
日
本
に
対
し
て
「
泰
使
宣
諭
」
す
る
こ
と
を
漸

江
総
督
楊
宜
か
ら
命
じ
ら
れ
だ
。
『
日
本
一
鑑
』
は
、

泳
室佐

藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献 鄭

舜
功
が
帰
国
後
そ
の
報
告
と
し
て
長
い
辛
苦
の
末

ま
と
め
た
労
作
で
あ
る
。

た
だ
、
わ
れ
わ
れ
が
『
日
本
一
鑑
』
を
読
ん
で
ひ

と
つ
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
当
時
の
室
町
幕
府
に

対
す
る
認
識
が
不
明
確
な
点
で
あ
る
。
同
書
の
「
窮

河
話
海
」
巻
一
の
「
国
君
」
の
項
に
は
室
町
・
戦
国

期
の
国
君
と
し
て
源
道
義
、
源
義
持
、
源
義
植
、
源

義
晴
、
源
知
仁
ら
の
名
が
列
挙
さ
れ
る
(
一
六
八
ペ
ー

ジ
)
。
鄭
舜
功
が
「
奉
使
宣
諭
」
し
よ
う
と
し
た
対

象
は
こ
の
「
源
知
仁
」
で
あ
る
。
同
室
田
「
窮
河
話
海
」

巻
九
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
(
四
七
二
ペ
ー
ジ
)
。

継
而
従
事
沈
孟
網
・
胡
福
寧
暁
諭
日
本
国
王
源

知
仁
、
与
其
文
武
陪
臣
近
衛
・
三
条
西
・
柳
原
・

飛
鳥
井
・
牒
長
慶
等
会
議
行
禁
、
遂
与
図
書
井

付
信
旗
、
与
孟
綱
等
経
過
豊
後
、

こ
の
「
日
本
国
王
源
知
仁
」
と
は
後
奈
良
天
皇
を

指
し
て
言
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
当
時
、
将
軍
の

足
利
義
輝
は
三
好
長
慶
に
逐
わ
れ
て
近
江
朽
木
に
逗

留
し
た
。
鄭
舜
功
は
後
奈
良
天
皇
を
日
本
の
国
君
と

認
識
し
、
彼
の
も
と
に
部
下
の
沈
孟
綱
と
胡
福
寧
の

両
人
を
遣
わ
し
て
「
奉
使
宣
諭
」
し
た
。
そ
し
て
近

衛
植
家
以
下
の
公
家
や
三
好
長
慶
ら
の
会
議
に
よ
り

返
書
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
江
戸
幕
府
の
儒
官
林

羅
山
が
寛
永
十
八
年
(
一
六
回
二
九
月
に
編
纂
し

(
弘
治
)

P

R

た
『
京
都
将
軍
家
譜
』
は
「
同
二
年
筑
紫
ノ
辺
民
侵
U

大
明
ノ
地
マ
七
月
大
明
ノ
上
官
鄭
舜
功
来
一
J

豊
後
一
贈
一
一

書
ヲ
於
京
都
一
、
同
三
年
三
月
遣
す
返
書
於
大
明

務
匂
」
と
記
し
、
鄭
舜
功
は
「
京
都
」
に
書
を
送
り
、

翌
年
に
返
書
が
明
に
出
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
文
案

は
相
国
寺
の
僧
惟
高
妙
安
が
起
草
し
た
と
い
う
。
こ

こ
で
文
中
の
「
京
都
」
を
後
奈
良
天
皇
の
こ
と
と
み

れ
ば
、
『
日
本
一
鑑
』
の
記
載
と
符
合
す
る
。

し
た
が
っ
て
前
掲
の
「
夷
王
」
も
当
時
の
天
皇
を

指
す
と
み
ら
れ
る
。
『
日
本
一
鑑
』
「
腕
島
新
編
」
巻

一
の
地
図
の
部
分
に
載
せ
ら
れ
た
「
夷
王
宮
室
図
」

の
解
説
に
は
紫
震
殿
・
清
涼
殿
・
温
明
殿
・
大
極
殿

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
清
涼
殿
の
注
釈
に
「
一
云

御
殿
、
在
南
殿
西
、
夷
王
常
居
之
」
と
記
さ
れ
て
い

る
か
ら
(
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)
、
夷
王
と
は
当
時
の
天
皇

を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
時
令
」
の
項
の

六
月
朔
日
の
行
事
は
宮
中
の
そ
れ
を
言
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

2 

室
町
・
戦
国
時
代
の
宮
中
に
お
け
る
氷
献
上

古
代
律
令
制
下
宮
内
省
の
被
官
主
水
司
が
供
御
の

水
を
掌
り
、
ま
た
氷
室
を
管
理
し
た
。
『
日
本
一
鑑
』
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も
「
主
水
」
の
項
で
「
司
名
、
在
山
城
、
司
領
諸
国

氷
室
」
と
説
明
す
る
(
七
一
ペ
ー
ジ
)
。
『
延
喜
式
』

に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
供
御
の
氷
を
進
上
す
る
の
は
毎

年
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
と
さ

れ
、
そ
の
他
中
宮
、
東
宮
、
斎
内
親
王
、
雑
給
、
侍

従
な
ど
の
身
分
や
対
象
に
よ
り
氷
の
支
給
の
期
間
や

数
量
に
差
が
あ
っ
た
。

室
町
時
代
四
月
一
日
と
六
月
一
日
に
主
水
司
か
ら

宮
中
に
氷
が
献
上
さ
れ
分
与
さ
れ
た
。
権
大
外
記
中

原
康
富
の
日
記
『
康
富
記
』
に
は
そ
の
事
例
が
多
く

み
ら
れ
る
。
中
原
康
富
は
若
年
か
ら
大
外
記
清
原
良

賢
に
師
事
し
、
そ
の
子
孫
に
当
た
る
宗
業
、
業
忠
ら

と
親
交
を
持
ち
、
主
水
正
を
務
め
た
彼
ら
か
ら
氷
を

贈
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
記
し
た
記
事
は
応
永
八
年

(
一
四
O
一
)
の
六
月
一
日
(
た
だ
し
こ
の
応
永
八
年

の
部
分
は
康
富
の
父
権
大
外
記
英
隆
が
記
し
た
と
み

ら
れ
て
い
る
)
か
ら
宝
徳
元
年
(
一
四
四
九
)
の
同

日
ま
で
、
四
月
と
六
月
の
記
事
が
残
っ
て
い
る
日
記

の
大
半
に
み
ら
れ
、
宮
中
に
お
け
る
氷
の
献
上
が
当

時
恒
例
の
行
事
と
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
応
永
二
十
九
年
(
一
四
二
二
)
の
例
を
あ

げ
る
と
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

四
月
大

(
中
略
)
今
日
参
高
倉
、
寒
氷
如
例
有
之
、

禁
裏
・
仙
洞
以
下
所
々
被
進
之
、
其
後
賞
翫
有

酒
、
晩
退
帰
了
、

六
月
大

日

(
中
略
)
詣
高
倉
、
索
、
氷
例
式
有
之
、

如
例
被
進
所
々
了
、
有
一
献
、
其
後
退
出
了
、

こ
の
記
事
の
「
高
倉
」
と
は
少
納
言
清
原
宗
業
の

家
名
(
称
号
)
で
あ
る
。
主
水
正
の
宗
業
は
四
月
一

日

日
と
六
月
一
日
の
両
日
、
氷
を
禁
裏
・
仙
洞
以
下

所
々
に
進
上
し
た
。
主
水
正
が
公
的
に
進
上
す
る
対

象
は
称
光
天
皇
・
後
小
松
上
皇
な
ど
複
数
で
そ
れ
ら

は
例
に
よ
り
決
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
他
宗
業

は
中
原
康
富
ら
の
所
望
に
よ
り
私
的
に
氷
を
贈
っ
て

い
る
。
こ
の
こ
ろ
は
か
な
り
氷
の
供
給
が
潤
沢
だ
っ

た
ら
し
い
。
し
か
し
嘉
吉
二
年
(
一
四
四
二
)
は
暑

気
に
よ
り
六
月
一
日
の
献
氷
を
欠
い
た
。

六
月
小

四不自
月及丹
貢京州
之著少市

二言愛唱
ノ、 'x 11 、ー〆
月、京 A

不此進百
献間之美
之費処氷
何言於盃
近之戸主
来故ーっ治

主雲翌2者
芝宍間昨

日
一玄々
、

こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
氷
が
丹
波
の
氷
室
か
ら
進

上
さ
れ
た
こ
と
、
四
月
一
日
と
六
月
一
日
が
氷
献
上

の
式
日
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
翌

嘉
吉
三
年
度
(
一
四
四
三
)
に
は
六
月
一
日
に
後
花

園
天
皇
と
将
軍
足
利
義
勝
以
下
に
進
上
さ
れ
た
。
翌

文
安
元
年
(
一
四
四
四
)
四
月
一
日
に
も
次
の
記
事

が
あ
る
。四

月
大

(
中
略
)
今
日
片
時
参
清
史
文
第
、
今

朝
自
丹
州
寒
氷
一
駄
運
上
之
問
、
如
先
々
班
進

公
武
之
由
、
被
語
之
、
少
分
送
賜
了
、

こ
の
時
も
丹
波
の
氷
室
か
ら
運
上
さ
れ
、
公
武
に

進
上
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
量
は
「
一
駄
」
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
少
な
く
、
記
主
中
原
康
富
が
お
す
そ
分

け
さ
れ
た
分
も
少
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は
氷
の
供
給

が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
記
さ
れ
る
(
文

安
四
年
四
月
一
日
条
、
同
五
年
同
日
条
)
。
以
上
『
康

富
記
』
の
記
事
か
ら
十
五
世
紀
前
半
こ
ろ
四
月
一
日

と
六
月
一
日
の
宮
中
の
氷
進
上
の
儀
が
維
持
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

な
お
伏
見
宮
貞
成
親
王
の
日
記
『
看
聞
御
記
」
に

も
、
永
事
九
年
(
一
四
三
七
)
か
ら
四
月
一
日
と
六

月
一
日
に
伏
見
宮
の
下
級
職
員
で
あ
る
庁
島
固
定
直

が
親
王
に
氷
物
を
献
上
し
た
記
事
が
見
ら
れ
、
そ
の

日
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後
永
享
十
年
(
一
四
三
人
)
の
四
月
一
日
と
六
月
一

日
、
嘉
吉
三
年
(
一
四
四
三
)
の
四
月
一
日
な
ど
に

同
人
が
氷
物
を
献
上
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
ま
た

内
大
臣
万
里
小
路
時
房
の
日
記
『
建
内
記
』
に
も
永

事
十
一
年
(
一
四
三
九
)
と
嘉
吉
元
年
(
一
四
四
二
、

文
安
四
年
(
一
四
四
七
)
な
ど
の
年
に
、
六
月
一
日

に
主
水
司
が
時
房
に
寒
氷
を
贈
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る。
戦
国
時
代
も
宮
中
で
四
月
一
日
に
氷
が
進
上
さ
れ

た
。
応
仁
の
乱
前
後
の
状
況
は
知
ら
れ
な
い
が
、
そ

の
後
、
清
涼
殿
の
御
湯
殿
上
に
出
仕
す
る
女
房
が

書
い
た
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
四
月
一
日
条
に
「
こ
の
月
よ
り
一
日
さ

む
/
¥
ま
い
ら
す
へ
き
よ
し
き
ょ
や
す
申
す
」
と
記

さ
れ
、
同
日
の
前
権
中
納
言
按
察
使
甘
露
寺
親
長
の

日
記
『
親
長
卿
記
』
に
「
氷
物
自
主
水
司
〈
清
三
位

宗
賢
〉
送
、
自
内
裏
又
被
下
」
と
記
さ
れ
る
(
引
用

部
分
の
〈
〉
は
二
行
割
注
を
示
す
)
。
こ
の
女
房

調
の
「
さ
む
さ
む
」
が
す
な
わ
ち
「
氷
物
」
(
ひ
の

も
の
)
と
理
解
さ
れ
、
四
月
一
日
に
主
水
司
が
天
皇

に
氷
を
献
上
し
、
ま
た
廷
臣
に
氷
を
分
与
し
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
る
。
翌
文
明
十
九
年
(
一
四
八
七
)
四

15 

月
一
日
の
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
は
、
「
日
の

佐
藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献 物

ま
い
る
、
し
ゃ
う
れ
ん
院
と
の
へ
い
そ
き
わ
け
ら

る
、
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
と
け
な
い
う
ち
に
急

い
で
青
蓮
院
門
跡
尊
応
に
分
け
贈
っ
た
」
と
解
釈
す

れ
ば
、
「
日
の
物
」
を
氷
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
の
翌
年
の
長
享
二
年
(
一
四
八
八
)
の
場
合
は
、

(
の
)

四
月
一
日
条
に
「
ひ
物
口
ほ
ら
ぬ
よ
し
申
て
ま
い
ら

す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
氷
が
運
上
さ
れ
ず
、
こ
の

日
氷
献
上
は
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
応
仁
の
乱

の
後
も
京
都
に
氷
を
供
給
す
る
体
制
は
維
持
さ
れ
て

お
り
、
宮
中
で
四
月
一
日
に
氷
が
献
上
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
後
永
正
六
年
(
一
五
O
九
)
に
は
、
氷
室
の

氷
が
と
け
か
か
っ
て
い
て
四
月
一
日
以
前
に
消
失
す

る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
氷
を
献
上
し
た

い
と
主
水
正
の
清
原
宣
賢
は
前
内
大
臣
三
条
西
実
隆

に
諮
り
、
結
局
三
月
十
四
日
に
氷
献
上
の
儀
が
な

さ
れ
た
(
以
下
次
節
参
照
)
。
そ
の
後
、
永
正
八
年

(
一
五
一
一
)
四
月
一
日
に
も
主
水
正
清
原
宣
賢
は
一
一
一

条
西
実
隆
に
氷
を
贈
っ
て
お
り
、
当
然
宮
中
に
も
氷

が
献
上
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
『
お
湯
殿
の
上
の
日

記
」
は
こ
の
こ
ろ
の
後
柏
原
朝
の
記
事
の
大
部
分
を

欠
く
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
判
ら
な
い
が
、
こ

の
こ
ろ
四
月
一
日
が
氷
献
上
の
式
日
と
意
識
さ
れ
て

お
り
、
か
つ
実
際
に
氷
献
上
や
廷
臣
へ
の
分
与
が
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
は

「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
に
氷
の
献
上
の
記
事
は
ほ

と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
ず
、
は
る
か
下
っ
て
慶
長
年
間
に

六
月
一
日
の
夕
方
の
盃
三
献
の
と
き
に
氷
が
献
上
さ

れ
た
こ
と
が
、
慶
長
八
年
三
六
O
三
)
、
同
十
四
年

三
六
O
九
)
、
同
十
五
年
(
一
ム
ハ
一

O
)
の
同
日
条
に

見
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
室
町
・
戦
国
時
代
の
十
五
世
紀
か

ら
十
六
世
紀
初
頭
に
は
宮
中
で
四
月
一
日
に
氷
献
上

が
な
さ
れ
、
廷
臣
に
も
分
与
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
こ

ろ
六
月
一
日
に
も
氷
の
分
与
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、

氷
献
上
の
事
例
は
少
な
く
な
る
が
、
十
七
世
紀
初
頭

の
慶
長
年
間
の
一
時
期
宮
中
で
六
月
一
日
に
氷
の
献

上
が
な
さ
れ
た
。
江
戸
時
代
の
有
職
書
の
『
有
職
袖

中
紗
』
や
『
光
台
一
覧
』
な
ど
で
は
、
い
ず
れ
も
六

(9) 

月
一
日
を
氷
室
の
儀
式
の
日
と
し
て
お
り
、
四
月
一

日
の
氷
献
上
の
儀
は
す
た
れ
、
六
月
一
日
へ
と
変
っ

て
い
っ
た
。

3 

戦
国
時
代
の
氷
室
に
関
す
る
記
録
と
文
書

て
検次
討 に
す こ
るの
。時

嘉捜
長孟
卿水
亘司
景宗
呈 室
ー の
年状
四況
月 に
- てコ
日い
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条
に
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

清
三
位
宗

四
月
二
日
、
甚
雨
下
、
後
問
、
昨
日
主
水
司
進

賢
知
行

上
氷
物
、
自
守
護
切
取
材
之
問
、
無
覆
木
、
仰

不
氷
、
依
是
不
進
上
云
々
、

主
水
司
領
の
氷
室
が
所
在
す
る
地
の
守
護
が
、
氷

室
附
近
の
木
を
伐
採
し
た
た
め
、
太
陽
光
を
遮
る
森

林
が
失
わ
れ
、
そ
の
結
果
氷
室
の
保
冷
機
能
が
低
下

し
て
、
氷
が
と
け
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
情
を
こ
の

記
事
は
伝
え
て
い
る
。

次
に
永
正
六
年
度
の
献
氷
の
史
料
で
あ
る
『
実
隆

公
記
』
の
記
事
を
紹
介
す
る
。

三
月
十
一
日
(
中
略
)
宣
賢
来
、
氷
室
氷
、

朔
日
以
前
可
消
之
鉢
也
、
山
木
伐
尽
之
問
、
日

影
漏
来
之
故
也
、
伺
朔
日
以
前
進
上
之
儀
知
何

云
々
、
此
事
先
規
不
知
之
事
也
、
然
可
加
遠
慮

之
由
報
之
、

十
四
日
(
中
略
)
宣
賢
来
、
氷
室
事
、
山
木

悉
切
取
之
問
、
氷
至
四
月
一
日
不
可
有
之
欺
、

剰
為
郡
代
所
行
一
夜
切
落
、
山
水
入
之
問
、
忽

可
消
尽
、
難
無
其
曲
、
今
明
間
可
上
進
由
神
主

注
進
者
也
、
内
々
此
儀
伺
時
宜
之
度
由
申
之
問
、

書
折
紙
、
遣
勾
当
内
侍
申
入
了
、
宣
賢
則
持
参

申
入
云
々
、

清
原
宣
賢
は
神
道
家
卜
部
兼
倶
の
三
男
で
前
掲
の

長
享
二
年
の
史
料
に
見
え
る
清
原
宗
賢
の
養
子
と
な

り
、
文
明
十
二
年
(
一
四
人
O
)
主
水
正
に
任
じ
ら

れ
た
。
主
水
司
は
清
原
家
の
家
職
と
な
っ
て
お
り
、

宣
賢
も
宗
賢
の
跡
を
継
い
で
主
水
司
を
知
行
し
、
氷

室
を
支
配
し
た
。
宣
賢
は
上
級
の
公
卿
三
条
西
実
隆

に
氷
献
上
の
日
取
り
を
早
め
る
と
い
う
便
法
の
是
非

を
諮
り
、
宮
中
に
申
し
入
れ
た
。
そ
の
結
果
実
隆
の

日
記
に
こ
の
間
の
事
情
が
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
永
正
六
年
度
も
や
は
り
氷
室
周

辺
の
山
の
木
が
切
り
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
郡
代

の
所
行
と
し
て
木
が
切
ら
れ
た
結
果
、
山
水
が
氷
室

の
中
に
流
れ
込
ん
で
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
氷
が

と
け
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
録
に
言
わ
れ
る
氷
室
の
具
体
的
な
所

在
地
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
。
た
だ
前
後
の
記

事
か
ら
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
氷
室
が
一
か
所
だ
け

だ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
古
代
の
よ
う
に
山
城
・

大
和
・
河
内
・
近
江
・
丹
波
の
諸
国
に
置
か
れ
た
氷

室
か
ら
氷
を
進
上
し
て
相
補
う
よ
う
な
体
制
は
す
で

に
崩
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
ま
で
に
は
特
定
の
一
国

の
氷
室
が
専
ら
氷
献
上
に
当
た
り
、
こ
れ
に
対
す
る

守
護
ら
の
押
妨
に
よ
っ
て
氷
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
前
節
で
紹
介
し
た
『
康
富
記
』
の

十
五
世
紀
前
半
の
史
料
か
ら
み
て
こ
れ
ら
の
氷
室
は

(辺

丹
波
国
に
所
在
し
た
と
類
推
さ
れ
る
。

清
原
宣
賢
は
当
時
丹
波
国
氷
所
を
知
行
し
て
い

る
。
『
実
隆
公
記
』
永
正
五
年
(
一
五
O
八
)
六
月
一

日
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

六
月
一
日
(
中
略
)
宣
賢
来
話
、
参
泉
堺
、

丹

州

(

細

川

高

国

)

氷
所
事
、
厳
重
御
沙
汰
、
民
部
少
輔
成
奉
書

云
々
、
珍
重
、

宣
賢
は
和
泉
の
堺
に
下
向
し
、
大
内
義
興
に
奉
じ

ら
れ
て
上
洛
せ
ん
と
し
た
前
将
軍
足
利
義
予
に
対
し

て
丹
波
氷
所
保
の
安
堵
を
求
め
、
細
川
高
国
の
奉
書

に
よ
り
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
経
緯
を
記
主
の
三
条
西

実
隆
に
語
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
義
矛
は
同
八
日
に

入
京
し
、
権
大
納
言
・
征
夷
大
将
軍
に
補
任
さ
れ
て

将
軍
職
に
復
帰
す
る
。

こ
の
丹
波
氷
所
は
中
世
前
期
は
丹
波
国
神
吉
氷
室

と
呼
ば
れ
、
現
在
の
京
都
府
南
丹
市
八
木
町
神
古
か

ら
八
木
町
氷
所
に
至
る
一
帯
の
地
に
比
定
さ
れ
る
。

そ
の
後
永
正
八
年
(
一
五
一
こ
に
は
在
地
の
有
力

国
人
と
み
ら
れ
る
内
藤
加
賀
守
が
丹
波
氷
所
の
代
官

職
を
競
望
し
て
宣
賢
が
困
惑
し
、
宣
賢
は
三
条
西
実

隆
に
諮
っ
て
勅
定
と
し
て
足
利
義
予
の
御
内
書
を
出
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日
品

さ
せ
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
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以
上
主
と
し
て
戦
国
時
代
の
記
録
か
ら
主
水
司
が

支
配
し
た
氷
室
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
文
書
と
し
て

は
江
戸
時
代
に
清
原
家
か
ら
分
か
れ
た
伏
原
家
に

伝
え
ら
れ
た
「
氷
室
文
書
」
が
あ
り
、
承
久
三
年

(
一
一
一
一
一
二
の
北
条
時
房
書
状
以
下
十
四
点
の
文
書

が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
丹
波
神
吉
氷

〈
辺
)

室
・
氷
所
保
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
文

書
は
、
主
水
司
を
知
行
し
た
清
原
宗
賢
に
丹
波
国
氷

所
の
所
職
(
氷
室
神
主
・
名
主
百
姓
跡
井
に
下
司
・

公
文
・
案
主
名
領
家
地
頭
、
日
置
村
・
同
検
断
)
を

安
堵
し
守
護
不
入
地
と
し
た
文
明
五
年
(
一
四
七
三
)

八
月
十
五
日
付
の
後
土
御
門
天
皇
給
旨
と
そ
れ
に
よ

り
宗
賢
の
直
務
を
命
じ
た
文
明
十
一
年
(
一
四
七
九
)

九
月
六
日
の
足
利
義
政
袖
判
御
判
御
教
書
の
二
点
で

あ
る
。
ま
た
天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
)
の
山
城
の

西
賀
茂
氷
室
山
の
再
興
に
関
す
る
論
旨
案
文
が
残
っ

て
い
る
。

(
端
裏
書
)

「

論

旨

案

文

氷

室

山

」

西
賀
茂
氷
室
山
事
、
近
年
神
木
等
狸
依
伐
採
、

断

絶

貢
氷
之
勤
及
僻
怠
処
、
今
度
彼
山
致
造
営
氷
明

神
社
、
招
居
氷
室
守
、
可
令
再
興
之
由
、
尤
神

勅

妙
儀
候
、
然
者
至
当
所
者
、
諸
役
為
o
免
除
之

佐
藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献

天 地
気
所関
候所
也検
、断

以
下
全

円

可令
定
止
量ふ
7、口
之
由

天
正
十
三
年

こ
の
案
文
は
文
字
を
補
訂
し
て
お
り
、
ま
た
日
付

も
な
い
の
で
、
写
し
で
は
な
く
文
案
と
み
ら
れ
る
。

天
正
十
三
年
(
一
五
八
五
)
氷
室
再
興
の
た
め
西
賀

茂
氷
室
山
の
土
地
を
勅
免
と
し
、
関
所
検
断
以
下
を

安
堵
す
る
旨
が
言
わ
れ
る
。
近
年
神
木
等
が
狸
り
に

伐
り
採
ら
れ
た
結
果
、
貢
氷
の
勤
め
が
断
絶
し
た
と

い
う
。
清
原
家
は
そ
こ
に
氷
明
神
社
を
造
営
し
、
氷

室
守
を
招
き
据
え
て
氷
室
を
再
興
し
、
そ
の
許
可
と

安
堵
を
正
親
町
天
皇
に
求
め
た
。
そ
の
結
果
は
ど
の

よ
う
に
な
っ
た
か
知
ら
れ
な
い
が
、
当
時
山
城
の
西

賀
茂
氷
室
が
荒
廃
し
て
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。

江
戸
時
代
に
舟
橋
家
か
ら
伏
原
家
を
分
家
し
た
伏

原
賢
忠
が
明
暦
元
年
(
一
六
五
五
)
十
月
に
子
宣
幸

に
与
え
た
譲
状
に
よ
れ
ば
、
官
一
賢
の
孫
枝
賢
は
松
永

久
秀
の
師
匠
を
務
め
、
氷
室
の
衰
退
を
久
秀
に
歎
い

て
、
そ
の
結
果
大
和
・
河
内
・
丹
波
・
山
城
の
五
、

(
内
出

六
か
所
の
氷
室
が
復
旧
し
た
と
い
う
。
松
永
久
秀
は

三
好
長
慶
の
家
臣
と
し
て
台
頭
し
、
長
慶
没
後
一
時

権
勢
を
振
っ
た
人
物
で
あ
る
が
、
氷
室
の
復
旧
を
伝

え
る
確
実
な
史
料
は
な
く
、
一
方
で
前
掲
の
正
親
町

天
皇
論
旨
で
も
「
近
年
」
山
城
の
氷
室
が
衰
微
し
て

氷
を
進
上
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。
恐
ら
く

ご
く
一
時
的
に
五
、
六
か
所
の
氷
室
が
主
水
司
の
支

配
に
復
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
記
録
や
文
書
に

よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
代
の
主
水
司
領
の
氷
室
は
、
ほ

ぼ
丹
波
一
国
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る。
4 

抄
物
に
お
け
る
氷
室
の
説
明

中
世
の
国
語
資
料
と
し
て
抄
物
が
注
目
さ
れ
る
。

主
水
司
を
知
行
し
た
清
原
宣
賢
の
家
業
は
明
経
道
の

家
柄
と
し
て
漢
籍
や
国
書
の
研
究
、
講
述
に
あ
り
、

そ
れ
が
本
業
で
あ
る
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
清

家
文
庫
に
は
宣
賢
が
関
係
し
た
多
く
の
抄
物
が
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
抄
物
資
料
の
中
で
日
本
の
氷

室
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
一
見

し
て
み
よ
、
っ
。

氷
室
は
古
く
か
ら
中
国
に
あ
り
、
「
毛
詩
」
や
『
礼

記
月
令
』
、
『
春
秋
左
氏
伝
』
と
い
っ
た
中
国
の
古
典

に
説
か
れ
る
。
『
毛
詩
』
に
収
め
ら
れ
た
幽
風
の
ひ

と
つ
の
詩
の
中
に
一
年
の
行
事
を
う
た
っ
た
も
の
が

あ
る
。
そ
の
一
節
に
「
二
之
目
撃
氷
沖
沖
、
三
之
日

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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納
子
凌
陰
、
四
之
日
其
蚤
献
芸
祭
主
」
と
い
う
文
章

が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵

清
家
文
庫
『
毛
詩
抄
』
巻
四
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ

る
。
や
や
長
い
が
引
用
す
る
(
新
た
に
読
点
を
付
け

た)。
一一月
l
十
二
月
建
丑
ノ
月
ノ
コ
ト
ソ
、
泳
ヲ
ウ

カ
ツ
コ
ト
カ
唐
ニ
モ
ア
ル
ソ
、
天
竺
ニ
モ
ア
ル

ソ
、
沖
々
ハ
泳
ヲ
ワ
ル
声
カ
、
ワ
ル
ナ
リ
カ
ト

云
ニ
、
注
ニ
心
ト
シ
タ
ソ
、
堅
イ
物
チ
ヤ
ヲ
、

ワ
リ
ヤ
ウ
カ
ア
ツ
テ
、
サ
ツ
ト
ワ
ル
、
ヲ
云
ソ
、

凌

I
ハ
ヒ
ム
ロ
ニ
入
ル
、
コ
ト
ソ
、
仁
徳
天
皇

ノ
河
内
国
ニ
ヒ
ム
ロ
ヲ
ヒ
ラ
カ
シ
テ
カ
ラ
、
諸

国
ニ
氷
室
カ
ア
ル
ヲ
、

ヵ
、
ス
ツ
ト
氷
室
田
ヲ
境
ノ
人
ニ
取
レ
テ
サ
ウ

ラ
ウ
ソ
、
四
之
日

l
、
ク
ロ
イ
羊
ヲ
カ
ウ
ト
云
、

キ
ウ悲

ト
云
草
ヲ
取
テ
神
ヲ
祭
ソ
、
暑
ヲ
禦
カ
ウ
タ

メ
ソ
、
ソ
レ
ヲ
臣
下
ニ
下
サ
ル
、
ソ
、
暑
気
ヲ

フ
セ
ケ
ト
云
心
ソ
、
韮
ハ
ニ
ラ
チ
ヤ
ヵ
、
是
モ

其
ノ
月
令
ニ
季
冬
泳
方
盛
ナ
ラ
ン
ト
ス
、
水
沢
腹
堅
、

命
、
ン
テ
取
而
蔵
之
、
注
云
、
腹
堅
厚
也
、
昭
公

四
年
左
伝
説
、
蔵
氷
之
事
云
、
深
山
窮
谷
、
於

是
乎
取
之
ト
ア
ル
カ
、
左
伝
ニ
ハ
山
ニ
取
ト
云
、

コ
、
ノ
注
ニ
ハ
山
林
ニ
取
ト
ア
ル
カ
、
山
ノ
木

コ
ナ
タ
ニ
ツ
カ
サ
ト
ル

ノ
ア
ル
処
テ
ト
ル
ト
云
心
テ
シ
タ
マ
テ
ソ
、
同

コ
ト
ソ
、
注
古
者
l
北
陸
l
昭
公
四
年
左
伝
ノ

文
ソ
、
北
陸
ハ
虚
也
、
西
陸
ハ
昂
也
、
陸
ハ
中

ス
ル
コ
ト
ソ
、
西
陸
ハ
昂
ノ
星
ソ
、
昂
ノ
星
ノ

日
ノ
ア
ル
ト
キ
ニ
水
ヲ
ト
リ
タ
ス
ソ
、
十
二
月

ニ
寒
ヲ
ツ
カ
サ
ト
ル
神
ヲ
祭
ル
ソ
、
丹
波
ニ
ハ

大
般
若
ヲ
読
ソ
、
色
々
ノ
祭
リ
カ
ア
ル
ソ
、
シ

ヤ
ウ
ヲ
ハ
ヨ
ク
知
タ
ソ
、
今
度
乱
ニ
絶
ソ
、
玄

冥
ノ
神
ヲ
祭
ル
ソ
、
冬
ノ
神
ノ
名
ソ
、
朝
之
禄

位
ト
云
、
大
夫
以
上
ノ
コ
ト
ソ
、
賓
食
ト
云
ハ
、

賓
客
ニ
ク
ワ
ス
ル
コ
ト
、
ア
ツ
イ
時
ク
ヘ
ハ
ヨ

ウ
サ
ウ
ラ
ウ
、
喪
口
又
用
ル
事
カ
ア
ル
ソ
、
先

薦

l
廟
ヘ
マ
ツ
ス
、
ム
ル
ソ
、
夏
l
臣
下
ニ
暑

気
サ
カ
リ
ナ
程
ニ
下
サ
ル
、
ソ
、
秋

l
其
室
ヲ

掃
地
サ
セ
ラ
ル
、
ソ
、
上
章
l
上
ニ
ハ
寒
ヲ
ソ

ナ
ヘ
、
コ
、
ニ
ハ
暑
ヲ
備
タ
ソ
、
筆
云
、

l
正
云
、

自
二
於
是
乎
用
一
之
、
以
上
皆
昭
四
年
左
伝
文
、

彼
説
蔵
泳
之
事
、
其
末
云
、
七
月
之
卒
輩
、
蔵

泳
之
道
与
此
同
故
具
引
之
、
(
下
略
)

こ
れ
は
「
ソ
」
と
い
う
文
末
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

(
M
8
 

講
述
の
聞
書
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
日
本
の
氷
室
に
関

す
る
具
体
的
な
叙
述
が
あ
る
。
ま
ず
氷
室
そ
の
も
の

の
説
明
で
、
日
本
で
は
仁
徳
天
皇
が
戸
河
内
」
に
氷

そ室
のを
次聞
に設
「し
コて
ナか
タら
ニ諸
ツ医I
カ戸
サ氷
ト室
jレ 4宮

司み
る

ス L

7丞
;べ
7.K、

室
田
ヲ
境
ノ
人
ニ
取
レ
テ
サ
ウ
ラ
ウ
ソ
」
と
記
さ
れ

る
。
こ
れ
は
主
水
司
領
の
氷
室
田
の
知
行
を
国
人
に

取
ら
れ
て
し
ま
い
不
知
行
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
氷
室
の
た
め
に
十
二
月
に

寒
さ
を
司
る
神
を
祭
る
、
そ
の
仕
方
に
つ
い
て
、
「
丹

波
ニ
ハ
大
般
若
ヲ
読
ソ
、
色
々
ノ
祭
リ
カ
ア
ル
ソ
、

シ
ョ
ウ
ヲ
ハ
ヨ
ク
知
タ
ソ
、
今
度
乱
ニ
絶
ソ
」
と
記

す
。
こ
れ
は
丹
波
の
氷
室
で
は
大
般
若
経
を
転
読
、

も
し
く
は
真
読
し
、
そ
の
他
種
々
の
祭
り
が
あ
っ
て

そ
の
仕
方
を
自
分
は
よ
く
知
っ
て
い
る
が
、
「
今
度

乱
」
で
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。

の
講
述
内
容
は
代
々
、
王
水
正

を
務
め
て
そ
の
所
領
の
氷
室
を
相
伝
し
た
清
原
氏
な

ら
で
は
の
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
。
同
じ
『
毛
詩
抄
』

の
重
要
な
写
本
で
あ
る
建
仁
寺
両
足
院
蔵
林
宗
二
・

林
宗
和
自
筆
本
に
は
、
前
掲
の
「
コ
ナ
タ
ニ
ツ
カ
サ

ト
ル
」
の
部
分
の
右
の
行
聞
に
「
宣
賢
」
と
傍
注
が

(湿

付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傍
注
に
よ
れ
ば
、
主
水
司

領
の
氷
室
田
を
知
行
し
た
の
は
講
義
し
た
清
原
宣
賢

本
人
で
あ
り
、
大
般
若
経
転
読
な
ど
の
祭
り
も
断
絶

し
、
丹
波
の
氷
室
の
知
行
そ
の
も
の
が
有
名
無
実
に

こ
う
し
た
『
毛
詩
』

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）



な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
宣
賢
自
身
が
経
験
し
た
「
今

度
乱
」
の
結
果
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
「
今
度
乱
」

と
は
何
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
清
原
宣
賢
『
毛
詩
』
講
義
の
日
程
は
清
家
文

庫
『
毛
詩
』
の
奥
書
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
宣
賢
は
永
正
十
八
年
(
一
五
二
二

五
月
に
講
義
を
始
め
、
こ
の
年
に
巻
一
と
巻
二
を
講

義
し
、
享
禄
四
年
(
一
五
三
こ
に
は
巻
七
か
ら
巻

十
に
至
り
、
翌
事
禄
五
年
(
一
五
三
二
)
か
ら
天
文

二
年
(
一
五
一
三
二
)
に
か
け
て
巻
十
一
か
ら
巻
十
六

に
至
り
、
天
文
三
、
四
年
(
一
五
三
四
、
五
)
で
巻

十
七
か
ら
最
後
の
巻
二
十
ま
で
を
講
義
し
て
い
る
。

氷
室
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
巻
八
の
部
分
を
講
義
し
た

の
は
、
享
禄
四
年
の
九
月
と
十
月
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
清
家
文
庫
『
毛
詩
』
巻
八
の
巻
末
に
「
事
禄
四
年

九
月
廿
八
日
、
十
月
三
日
、
同
六
日
三
ケ
度
講
之

環
翠
軒
宗
尤
」
と
記
さ
れ
る
。
環
翠
軒
宗
尤
は
出
家

し
た
宣
賢
の
軒
号
と
法
名
で
あ
る
。
そ
う
し
て
み
る

と
「
今
度
乱
」
と
は
、
ば
く
然
と
例
え
ば
応
仁
の
乱

な
ど
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
は
大

19 

永
六
年
(
一
五
二
六
)
七
月
の
香
西
元
盛
の
殺
害
に

端
を
発
す
る
丹
波
の
戦
乱
か
ら
細
川
高
国
政
権
の
内

紛
、
享
禄
四
年
六
月
八
日
の
高
国
敗
死
に
至
る
大
事

佐
藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献 件

に
関
連
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

清
原
宣
賢
の
『
毛
詩
』
の
講
述
に
お
い
て
、
当
時

の
日
本
の
氷
室
の
実
例
と
し
て
丹
波
の
氷
室
が
取
り

上
げ
ら
れ
、
大
永
・
享
禄
の
戦
乱
の
中
で
主
水
司
の

丹
波
氷
室
の
支
配
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
宣
賢
は
、
一
乗
谷
に
度
々
下
向
し
、
最

後
は
天
文
十
九
年
(
一
五
五
O
)
七
月
十
二
日
一
乗

谷
で
没
し
た
。
最
初
に
下
向
し
た
の
は
享
禄
二
年

(
一
五
二
九
)
二
月
で
あ
り
、
『
毛
詩
』
巻
八
講
述
の

二
年
前
で
あ
る
。
宣
賢
は
当
然
一
乗
谷
の
氷
室
に
つ

い
て
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
講
述

や
著
作
の
な
か
で
こ
れ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
は
た
ま
た
ま
話
題
に
上
ら
な
か
っ
た
だ

一
乗
谷
に
氷
室
が
無
か
っ
た
こ
と
の
証
明
に

け
で
、

は
な
ら
な
い
と
思
う
。

次
に
前
述
し
た
五
山
派
の
禅
僧
惟
高
妙
安
も
、
晩

年
の
永
禄
六
年
(
一
五
六
三
)
に
講
述
を
開
始
し
た
「
韻

府
群
玉
』
の
講
述
記
録
「
玉
塵
抄
』
の
中
で
、
氷
室

に
つ
い
て
懇
切
に
講
じ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

8
 

の
中
で
次
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
る
。

ウ

ツ

コ

ト

ヒ

ヲ

ヒ

撃
レ
氷
ハ
、
氷
ト
ヨ
ム
ソ
、
コ
ヲ
リ
ト
ハ
、
ョ

マ
ヌ
ソ
、
ウ
ツ
ハ
、
ホ
ル
心
ソ
、
撃
ハ
、
総
シ

テ
ハ
、
ホ
ル
ト
ヨ
ム
ソ
、

コ
、
-
ア
ハ
、

ウ
ツ
ト

ヨ
ン
タ
ソ

此
コハ
ヲコ

ノノ

冬丹
ア波
ツノ
ウ氷ヒ
コ室自
ヲノ
リヤ

ウ
ナ
コ
ト
ソ
、

ア
ル
ヲ
、
打
テ
、
ホ
リ
ヲ
コ
イ
テ
、
取
ソ
、
ブ

カ
イ
山
ノ
、
谷
ニ
、
ツ
イ
テ
、
ヲ
ク
ソ
、
此
ヲ
、

ト
リ
ダ
イ
テ
、
宗
廟
ニ
、
ス
、
メ
テ
祭
ナ
リ
、

沖
々
ハ
、
氷
ヲ
ウ
ツ
声
ナ
リ
、
天
子
ノ
、
氷
ト
、

酒
サ
カ
ナ
ヲ
、
ソ
ロ
エ
テ
、
カ
ク
シ
ヲ
サ
メ
タ

氷
ヲ
、
ヒ
ラ
イ
テ
、
廟
ヲ
祭
ソ
、
夏
ノ
コ
ト
ナ

リ
、
六
月
旦
ニ
、
天
子
ノ
氷
ヲ
、
百
官
ニ
、
賜

ソ
、
此
ヤ
ウ
ナ
心
ソ
、
(
巻
二
)

移
氷
室
ト
ア
リ
、
冬
氷
ヲ
キ
ツ
キ
、
カ
タ
メ
テ
、

モメコイ
ソテヲエ
ノヲ云ヲ
ツクタシ
レ所カテ
ナア、

コリコ夏
土ソこソ
刀「ーレ
( ヲハヲ
巻 氷ヒ 丹 天
六室古啓子

)主主義
ソ 二ス

ゴ~ ~~ 
、コ r

(
前
略
)
凌
陰
ト
ア
リ
、
氷
室
ノ
コ
ト
ソ
、
凌

ハ
氷
ノ
心
ソ
、
氷
ヲ
祭
ハ
芸
ヲ
献
夕
、
天
子
ノ

廟
ヲ
祭
ラ
ル
、
ソ
、
礼
記
ノ
月
令
ニ
、
仲
春
ノ

月
ニ
天
子
氷
室
ヲ
開
テ
氷
ヲ
ト
リ
出
テ
、
廟
エ

ス
エ
芸
ヲ
献
セ
ラ
ル
、
ソ
、
(
巻
四
十
五
)

惟
高
妙
安
も
ま
た
当
時
の
日
本
の
氷
室
の
実
例
と

し
て
丹
波
の
氷
室
を
あ
げ
て
お
り
、
十
六
世
紀
中
ご

ろ
丹
波
の
氷
室
が
京
都
の
知
識
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
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い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
天
文
十
六
年
(
一
五
四
七
)

か
ら
十
七
年
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
百
科
事
典
的
な

辞
書
「
運
歩
色
葉
集
』
に
は
、
氷
室
の
語
に
「
人
皇

十
七
代
仁
徳
天
皇
号
平
野
大
明
神
、
於
丹
波
始
置
給

(l) 

也
、
又
山
城
宇
多
置
之
也
」
と
の
註
が
あ
る
。
ま
た

前
掲
の
『
毛
詩
抄
』
で
は
、
「
仁
徳
天
皇
ノ
河
内
国

ニ
ヒ
ム
ロ
ヲ
ヒ
ラ
カ
シ
テ
カ
ラ
、
諸
国
ニ
氷
室
カ
ア

ル
ヲ
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
氷
室
の
始
ま
り
に
つ
い

て
河
内
と
ず
る
説
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
仁

徳
天
皇
の
置
い
た
氷
室
を
丹
波
と
す
る
一
説
も
あ
っ

た
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

最
後
に
医
学
書
の
抄
物
と
し
て
『
格
致
余
論
紗
」

を
取
り
上
げ
る
。
本
書
が
講
述
の
対
象
と
す
る
『
格

致
余
論
』
は
金
元
医
学
の
集
成
者
朱
震
享
(
丹
渓
)

の
著
で
元
の
至
正
七
年
(
一
三
四
七
)
に
成
立
し
、
そ

の
後
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
で
刊
行
さ
れ
る
医
学
叢

書
『
東
垣
十
書
』
に
収
め
ら
れ
て
広
く
知
ら
れ
問
。

そ
の
内
容
は
四
十
六
篇
の
医
学
に
関
す
る
論
説
か
ら

構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
篇
「
夏
月
伏
陰
在
内

論
」
は
、
夏
期
に
冷
た
い
も
の
を
飲
食
す
る
こ
と
に

つ
い
て
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
「
若
夫
、
涼
台
・
水
館
、

大
扇
・
風
車
、
陰
水
・
寒
泉
、
果
氷
・
雪
涼
之
傷
、

自
内
及
外
、
不
用
温
勢
、
病
何
由
安
」
と
い
う
一
文

が
あ
り
、
こ
こ
で
氷
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
。
日
本

で
も
『
格
致
余
論
』
が
普
及
し
、
『
格
致
余
論
紗
』

と
い
う
本
書
を
対
象
と
し
た
最
初
の
抄
物
が
江
戸
時

代
初
期
の
寛
永
三
年
(
二
ハ
二
ム
ハ
)
七
月
京
都
二
条

(。

の
梅
寿
軒
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
『
格
致
余

論
妙
』
の
前
掲
部
分
に
関
す
る
説
明
を
長
文
で
あ
る

(怨

が
次
に
引
用
す
る
。

若
夫
涼
台
水
l
、
涼
台
・
水
館
ハ
、
夏
月
去
け
ア

暑
ヲ
ス
、
ミ
処
ヲ
、
日
陰
ノ
彩
林
ノ
ア
ル
辺

ニ
床
ヲ
ア
ケ
テ
遁
遥
ス
ル
ソ
、
大
扇
・
風
車

ハ
、
夏
月
涼
ヲ
迎
ル
ト
キ
、
風
ヲ
出
テ
カ
シ

テ
去
リ
ソ
暑
、
若
納
ル
コ
ト
涼
ヲ
過
多
ト
キ
ハ
、
則
頭

痛
・
悪
寒
等
ノ
症
有
テ
、
類
一
ハ
傷
寒
一
一
一
、
大
順

散
主
レ
之
ヲ
ト
云
ヘ
ト
モ
、
湖
沼
集
ニ
大
順
散
ハ

用
ヘ
カ
ラ
サ
ル
由
発
明
シ
タ
ソ
、
今
五
積
散
ヲ

(
代
か
)

伐
テ
用
也
、
陰
水
・
寒
泉
・
果
氷
・
雪
涼
ノ
傷
〈

是
夏
ノ
ア
ツ
サ
ノ
マ
、
ニ
身
ヲ
ス
、
シ
ク
ス
ル

ト
テ
、
冷
物
計
ヲ
食
シ
テ
、
腹
中
ニ
夕
、
ッ

テ
、
腹
痛
・
世
潟
、
或
ノ
塞
乱
・
吐
逆
ス
ル
ソ
、

縮
牌
飲
、
或
ノ
理
中
湯
-
一
神
麹
・
砂
仁
・
麦
芽
・

蒼
戒
ヲ
加
テ
与
、
腹
中
ヲ
温
メ
テ
好
シ
、
右
此
ノ

内
外
傷
ト
モ
ニ
用
二
温
剤
一
、
一
ノ
発
表
、
ン
、
一
ノ

温
中
ス
、
固
定
ヲ
中
暑
ト
云
也
、
サ
レ
ト
モ
中
暑
・

中
熱
ノ
弁
ヲ
王
安
道
カ
書
一
ア
、
夕
、
自
ラ
夏
月

陰
寒
ト
ス
ナ
ヲ
ニ
見
ヨ
、
ア
ニ
中
暑
・
中
熱
/

分
チ
カ
有
ル
ヘ
キ
ヤ
ト
也
、
或
人
云
、
夏
月
氷

雪
ア
リ
ャ
、
六
月
一
日
ヲ
賜
氷
節
ト
云
テ
、
今

モ
マ
ネ
ニ
氷
リ
餅
ヲ
食
ソ
、
天
子
へ
ハ
マ
コ
ト

ノ
氷
ヲ
献
ス
、
上
古
カ
ラ
氷
室
ヲ
用
ラ
ル
、
ハ
、

此
/
時
ノ
用
ソ
、
唐
ニ
ハ
氷
蔵
ヲ
シ
テ
暑
キ
時

分
食
ス
ル
ソ
、
主
水
ノ
司
夏
奉
リ
氷
職
ノ
由
、
百

寮
訓
ニ
見
ヘ
タ
リ
、
日
本
如
レ
此
/
、
況
ヤ
唐

土
ニ
ハ
多
ク
ア
ル
ヘ
シ
、
風
車
唐
ニ
ハ
車
ニ

ホ帆
ヲ
ア
ケ
テ
風
ニ
ブ
カ
セ
テ
ヤ
ル
ト
云
ソ
、

陰
水
ハ
カ
ケ
ニ
ア
ル
水
ナ
ル
ヘ
シ
、
実
、
泉

流
ル
、
水
ナ
ル
ヘ
シ
、
果
氷
ト
ハ
泰
定
養
生

論
ニ
所
謂
耽
食
一
一
沈
李
浮
瓜
一
、
恋
ニ
喰
二
氷
鮮

腫
脂
↓
ト
云
類
ナ
ル
ヘ
シ
、
由
抄
、
白
川
内
及
げ

外
ト
ハ
、
陰
水
・
寒
泉
ト
云
ヨ
リ
下
ノ
釈
也
、

サ
ル
ホ
ト
ニ
風
車
ト
云
、
下
ニ
自
レ
外
及
勺
内
ニ

四
字
ア
ル
ヘ
シ
、
蓋
、
ン
伝
写
/
之
誤
也
、
明
医

雑
暑
、
夏
伏
暑
熱
、
因
げ
熱
ス
ル
ニ
過
一
一
飲
食
ン
冷
物
・

茶
水
一
、
傷
一
一
其
ノ
内
マ
又
過
一
一
取
、
ン
テ
涼
風
マ

傷
コ
其
ノ
外
ケ
ト
ア
ル
ニ
テ
可
い
見
、

こ
こ
で
は
夏
の
暑
さ
に
よ
っ
て
冷
た
い
物
ば
か
り

を
食
し
て
健
康
を
害
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
あ
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る
人
の
「
夏
月
氷
雪
あ
り
や
?
」
と
い
う
聞
い
に
対

し
て
、
「
六
月
一
日
を
賜
氷
節
と
い
っ
て
今
も
ま
ね

に
氷
の
餅
を
食
し
、
一
方
で
天
子
へ
は
本
物
の
氷
を

献
上
す
る
。
上
古
か
ら
氷
室
を
用
い
る
の
は
こ
の
時

の
た
め
だ
」
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る

「
賜
氷
節
」
と
い
わ
れ
る
行
事
と
、
宮
中
で
の
氷
献

上
の
儀
に
つ
い
て
言
及
し
た
貴
重
な
記
事
で
あ
る
。

こ
の
文
中
の
「
今
モ
」
と
は
、
何
時
の
こ
と
を
い
っ

て
い
る
の
、
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
探
求
す
る
た
め

に
は
、
こ
の
抄
物
の
複
雑
な
性
格
を
理
解
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
ず
引
用
部
の
官
頭
か
ら
こ
の
部
分
、
そ

し
て
果
氷
の
説
明
の
部
分
ま
で
が
、
『
格
致
余
論
』

に
関
す
る
講
述
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
そ
の
後
の

「
由
抄
」
は
、
講
述
者
と
は
別
の
人
物
の
解
釈
上
の

意
見
で
あ
る
。
こ
の
「
由
抄
」
あ
る
い
は
「
由
云
」

の
記
事
は
、
本
書
に
頻
出
す
る
。
ま
た
本
書
に
は
「
玄

朔
日
」
と
い
う
引
用
や
注
記
が
見
ら
れ
、
曲
直
瀬
玄

朔
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
一
部
に
記
さ
れ
、
ま
た

「
由
」
も
玄
朔
の
弟
子
の
曲
直
瀬
玄
由
の
こ
と
と
み

ら
れ
る
か
ら
、
本
書
が
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

め
の
医
学
界
を
代
表
す
る
曲
直
瀬
(
今
大
路
)
家
に

お
け
る
講
述
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
は
確
か

21 

で
あ
る
。

佐
藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献

そ
の
講
述
者
は
、
本
書
の
「
秦
桂
丸
論
」
の
一
節

に
後
陽
成
天
皇
の
特
別
の
お
言
葉
(
「
後
陽
成
院
帝

勅
詫
」
)
を
賜
わ
っ
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
養
老
論
」
の
一
節
に
崖
林
と

い
う
朝
鮮
人
の
友
人
が
い
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
、
ま

た
曲
直
瀬
玄
朔
の
著
『
延
寿
撮
要
』
の
「
飲
食
之
慎
」

の
項
の
一
節
に
「
夏
は
陰
気
内
に
伏
す
。
冷
物
を
食

す
へ
か
ら
す
。
冷
物
を
食
す
れ
ば
、
震
乱
す
る
也
。

殊
に
夏
氷
を
食
す
へ
か
ら
す
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
前
掲
の
『
格
致
余
論
紗
』
と
通
じ
る
こ
と
な

ど
か
ら
み
て
、
曲
直
瀬
玄
朔
そ
の
人
だ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
曲
直
瀬
玄
朔
は
曲
直
瀬
道
三
の
養
子
で
、

文
禄
四
年
(
一
五
九
五
)
父
道
三
の
死
後
、
秀
次
事

件
に
連
座
し
て
常
陸
に
流
さ
れ
、
そ
の
後
京
都
に

帰
っ
た
。
慶
長
三
年
(
一
五
九
八
)
九
月
か
ら
十
一

月
中
旬
に
か
け
て
後
陽
成
天
皇
が
病
ん
だ
際
に
薬
を

処
方
調
合
し
て
回
復
し
、
十
二
月
二
日
後
陽
成
天
皇

は
叡
感
の
余
り
、
銀
千
両
を
賜
わ
っ
た
こ
と
が
、
彼

の
診
療
記
録
『
医
学
天
正
記
』
に
記
さ
れ
る
。
そ
の

後
玄
朔
は
後
陽
成
天
皇
の
厚
い
信
頼
を
得
て
奉
仕
す

る。
本
書
の
成
立
時
期
は
文
中
の
「
後
陽
成
院
帝
勅
詫
」

と
い
う
記
載
か
ら
、
「
後
陽
成
院
」
の
追
号
が
な
さ

れ
た
元
和
三
年
(
一
六
一
七
)
九
月
二
十
日
以
後
寛

永
三
年
ま
で
の
聞
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
前
掲
の

「
六
月
一
日
ヲ
賜
氷
節
ト
云
テ
、
今
モ
マ
ネ
ニ
氷
リ

餅
ヲ
食
ソ
」
と
い
う
記
載
の
講
述
が
行
わ
れ
た
時
期

は
、
慶
長
三
年
か
ら
元
和
三
年
の
間
と
思
わ
れ
る
。

当
時
六
月
一
日
に
天
皇
に
氷
を
献
上
し
、
ま
た
こ
れ

と
は
別
に
同
日
に
氷
餅
を
食
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

以
上
氷
室
や
氷
進
上
に
関
す
る
記
事
を
抄
物
資
料

に
求
め
て
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
。
戦
国
時
代

主
水
司
の
氷
室
が
丹
波
に
あ
っ
た
が
、
事
禄
四
年
ま

で
の
丹
波
の
戦
乱
で
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま

た
当
時
の
知
識
人
が
丹
波
の
氷
室
を
当
時
の
氷
室
の

代
表
例
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
六
月
一
日
の
氷
餅
の

風
習
な
ど
に
つ
い
て
貴
重
な
記
載
が
見
ら
れ
た
。

5 

幕
府
に
お
け
る
氷
餅
と
氷
の
進
上

さ
て
六
月
一
日
に
氷
餅
を
食
す
る
こ
と
は
、
室
町

幕
府
の
年
中
行
事
に
み
ら
れ
る
。
幕
府
の
年
中
行
事

を
記
し
た
『
年
中
恒
例
記
』
の
六
月
朔
日
条
に
「
今
日

(忍

氷
堅
餅
参
、
大
草
調
進
之
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
幕

府
に
お
い
て
六
月
一
日
に
幕
府
の
料
理
を
担
当
し

た
大
草
氏
が
氷
餅
を
将
軍
に
進
上
す
る
と
記
さ
れ
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る
。
ま
た
室
町
幕
府
で
年
中
行
事
に
供
さ
れ
る
食
器

の
種
類
と
数
量
、
寸
法
等
を
記
し
た
『
御
散
飯
供
御

調
進
次
第
』
の
六
月
朔
日
条
に
も
「
あ
か
き
も
ち
ヰ

十
二
」
、
「
し
ろ
き
も
ち
い
十
一
こ
が
進
上
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
同
書
巻
末
の
図
に
は
「
六
月
朔
日
ニ

参
る
氷
も
ち
い
の
す
ん
ほ
う
」
が
記
さ
尚
、
六
月
一

日
に
縦
一
寸
一
分
の
大
き
さ
の
紅
白
の
氷
餅
各
十
二

個
が
進
上
さ
れ
る
。
『
年
中
恒
例
記
』
の
成
立
は
詳

ら
か
で
な
い
が
、
文
中
に
天
文
十
二
年
(
一
五
四
三
)

の
例
(
正
月
一
日
条
)
や
天
文
十
三
年
(
一
五
四
四
)

の
例
(
正
月
四
日
条
)
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以

降
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
御
散
飯
供
御
調

進
次
第
』
の
図
に
は
「
弘
治
臨
時
年
正
月
廿
日
於
朽

(
谷
)

木
各
書
之
畢
花
押
」
と
い
う
奥
書
が
あ
り
、
弘
治
四

年
(
一
五
五
人
)
正
月
に
将
軍
足
利
義
輝
が
逗
留
し

た
近
江
朽
木
谷
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
書
か

ら
戦
国
時
代
の
十
六
世
紀
半
ば
こ
ろ
幕
府
で
毎
年
六

月
一
日
に
氷
餅
を
将
軍
に
進
上
す
る
儀
式
が
行
わ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』

天
正
元
年

(
一
五
七
三
)
十
二
月
十
二
日
条
に
「
の
ふ
な
か
よ
り

き
た
の
こ
ほ
り
の
め
い
ふ
つ
こ
ほ
り
か
ち
ん
し
ん
上

申
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
当
時
京
都
に
滞
在
し
た

織
田
信
長
が
禁
中
に
近
江
北
郡
の
名
物
氷
餅
を
進
上

し
た
と
記
さ
れ
る
。
同
年
八
月
信
長
は
越
前
朝
倉
氏

と
近
江
の
浅
井
氏
を
滅
ぼ
し
た
。
恐
ら
く
信
長
は
浅

井
氏
の
領
地
の
支
配
権
を
継
承
す
る
者
と
し
て
そ
の

地
の
名
物
を
進
上
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
書
に

は
後
陽
成
天
皇
の
生
母
勧
修
寺
晴
子
が
氷
餅
を
天
皇

に
進
上
し
た
こ
と
が
天
正
十
八
年
(
一
五
九
O
)
五

月
一
日
条
、
慶
長
三
年
(
一
五
九
八
)
四
月
二
十
三

日
条
な
ど
に
見
え
る
。
そ
し
て
同
年
六
月
一
日
条
に

「
こ
ほ
り
か
ち
ん
ま
い
る
」
、
同
四
年
七
月
十
四
日
条

に
「
氷
か
ち
ん
ま
い
ら
せ
ら
る
冶
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
こ
ろ
禁
中
に
し
ば
し
ば
氷
餅
が
進
上
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
氷
献
上
と
は
別
に
、
氷
餅
を
進
上

す
る
行
事
や
風
習
が
戦
国
時
代
幕
府
や
宮
中
で
行
わ

れ
た
。
そ
こ
で
冒
頭
の
『
日
本
一
鑑
』
の
記
事
で
あ

る
が
、
あ
る
い
は
編
者
が
氷
と
氷
餅
を
混
同
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
義
が
出
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
『
日
本
一
鑑
」
は
明
ら
か
に
氷
室
と
氷

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
氷
餅
に
つ
い
て

は
何
も
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
、
江
戸
幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康

は
、
将
軍
職
を
秀
忠
に
譲
っ
た
後
の
慶
長
十
一
年

¥ 

ノ

ご
六
O
六
)
六
月
一
日
、
滞
在
先
の
伏
見
城
か
ら
禁

中
に
伊
吹
山
の
氷
を
進
上
し
た
。
清
原
氏
で
主
水
正

を
務
め
た
舟
橋
秀
賢
の
日
記
『
慶
長
日
件
録
』
同
日

条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

会
事

六
月
朔
(
中
略
)
、
斎
了
伏
見
へ
行
、
巳
刻
前

康
)大

樹
御
対
面
、
従
濃
州
伊
吹
山
氷
令
進
上
、
於

御
前
各
賜
之
、
今
朝
禁
中
へ
御
進
上
云
々
、

こ
の
日
の
朝
、
徳
川
家
康
は
禁
裏
に
伊
吹
山
の
氷

を
進
上
し
、
午
前
中
に
伏
見
城
に
参
上
し
た
舟
橋
秀

賢
ら
公
家
衆
に
も
氷
を
面
前
で
分
け
与
え
た
と
い

う
。
ま
た
慶
長
十
六
年
(
一
六
二
)
八
月
か
ら
同

二
十
年
(
一
六
一
五
)
の
末
ま
で
家
康
の
動
向
を
駿

府
で
記
し
た
『
駿
府
記
』
に
も
、
次
の
よ
う
な
記
事

が
み
え
る
。

慶
長
十
七
年
六
月
朔
日
条

朔
日
、
日
野
唯
心
、
水
無
瀬
一
斎
、
冷
泉
三
位
、

土
御
門
左
馬
権
助
、
舟
橋
式
部
少
輔
、
在
府
諸

武
士
出
仕
、
巳
刻
出
御
、
各
賜
富
士
山
氷
云
々
、

慶
長
十
九
年
六
月
朔
日
条

朔
日
、
辰
半
時
出
御
、
諸
士
出
仕
、
各
於
御
前

富
士
氷
被
下
(
下
略
)
、

駿
府
を
根
拠
地
と
し
た
大
御
所
徳
川
家
康
は
、
六

月
一
日
に
富
士
山
の
氷
を
出
仕
し
た
武
士
や
公
家
衆
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に
下
賜
し
た
。
そ
れ
は
こ
の
日
の
恒
例
の
行
事
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
伊
吹
山
は
京
都
の
北
東
約

七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
標
高
二
二
七
七

メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ
る
。
ま
た
富
士
山
は
駿
府
の

北
東
約
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
標
高

三
七
七
六
メ
ー
ト
ル
の
山
で
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
季

節
で
も
そ
う
し
た
高
山
の
山
麓
に
自
然
の
氷
雪
が

残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
推
定
で
き

る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
氷
室
の
存
在
を
示

す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
時
特
別
な
氷
室
が
置

か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
な
る
。
古
代
の
律
令

制
か
ら
中
世
に
至
る
宮
中
の
よ
う
に
体
制
的
に
近
国

に
氷
室
を
置
い
て
献
氷
を
行
う
よ
う
な
こ
と
を
室
町

幕
府
や
徳
川
家
康
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
理
解
さ

れ
る
。

お
わ
り
に

23 

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
文
献
的
に
明
ら
か
で
な
か
っ

た
戦
国
時
代
の
氷
室
に
つ
い
て
主
と
し
て
宮
中
に
お

け
る
氷
進
上
や
幕
府
な
ど
へ
の
氷
餅
の
進
上
、
高
山

の
氷
雪
の
進
上
な
ど
の
事
例
を
紹
介
し
て
叙
述
し

た
。
最
後
に
一
乗
谷
の
氷
室
に
つ
い
て
若
干
の
私
見

を
述
べ
た
い
。
ま
ず
『
日
本
一
鑑
」
の
前
掲
記
事
は

佐
藤

一
乗
谷
と
氷
室
に
関
す
る
戦
国
時
代
の
文
献 直

接
の
出
典
が
知
ら
れ
な
い
が
、
何
ら
か
の
日
本
資

料
に
基
づ
く
記
載
と
み
ら
れ
る
。
単
な
る
伝
聞
や
記

憶
だ
け
で
は
、
四
か
所
に
わ
た
っ
て
統
一
的
な
記
事

を
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
一
乗
谷
に
氷
室
が
あ
る
と
い
う
『
日
本
一

鑑
』
の
指
摘
は
、
ニ
疋
の
信
ぴ
ょ
う
性
が
認
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
次
に
そ
れ
が
毎
年
六
月
一
日
に
宮
中
に

進
上
さ
れ
る
と
い
う
編
者
の
按
文
は
、
検
討
を
要
す

る
。
ま
ず
宮
中
へ
の
進
上
物
を
比
較
的
詳
細
に
記
し

た
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
各
年
六
月
一
日
の
条
に

は
そ
う
し
た
所
見
が
な
い
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
伊

吹
山
か
ら
京
都
に
氷
雪
を
運
ぶ
こ
と
は
可
能
だ
っ
た

が
、
一
乗
谷
か
ら
は
そ
の
倍
以
上
の
距
離
が
あ
る
。

そ
れ
が
客
観
的
に
可
能
か
ど
う
か
、
江
戸
時
代
加
賀(nu 

藩
か
ら
江
戸
に
六
月
一
日
の
氷
を
送
っ
た
と
い
う
が
、

や
は
り
相
当
に
困
難
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
乗
谷
の
近
辺
に
は
冬
厚
く
結
氷
す
る
氷
池
が
少

な
く
、
ま
た
重
量
の
あ
る
氷
を
一
乗
城
山
(
標
高

四
三
五
メ
ー
ト
ル
)
ま
で
運
び
上
げ
た
と
は
思
わ
れ

な
い
。
む
し
ろ
一
乗
城
山
や
そ
の
背
後
の
一
乗
山

(
標
高
七
四

0
メ
ー
ト
ル
)
の
北
側
斜
面
の
積
雪
を

雪
室
の
中
に
貯
え
て
夏
期
に
雪
氷
を
運
び
下
ろ
し
て

使
用
に
供
す
る
こ
と
は
充
分
可
能
だ
っ
た
と
想
定
さ

れ
る
。
そ
の
経
営
主
体
は
当
然
朝
倉
氏
で
あ
り
、
朝

倉
氏
が
夏
に
氷
を
利
用
し
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
十
六
世
紀
こ

ろ
森
林
資
源
の
利
用
に
よ
っ
て
氷
室
の
所
在
す
る
奥

地
の
山
林
の
樹
木
が
伐
採
さ
れ
、
氷
が
消
滅
す
る
事

態
が
た
び
た
び
起
こ
っ
た
。
越
前
で
も
こ
の
こ
ろ
越

知
山
の
神
山
で
山
林
の
伐
採
に
起
因
す
る
相
論
が
起

き
て
い
る
。
一
乗
谷
に
お
け
る
当
時
の
山
林
の
状
況

は
、
朝
倉
義
景
館
外
濠
の
堆
積
物
の
花
粉
分
析
に
よ

れ
ば
、
館
周
辺
の
山
地
斜
面
に
ニ
レ
属
、
ケ
ヤ
キ
属
、

ク
リ
属
、
エ
ノ
キ
属
、
マ
ツ
属
、
サ
ン
シ
ョ
ウ
属
な

ど
の
樹
木
が
多
く
生
育
し
、
広
葉
樹
を
中
心
と
す
る

(包

山
林
環
境
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。
一
乗
城
山
に
は

山
城
が
構
築
さ
れ
た
が
、
山
城
以
外
の
部
分
で
は
山

崩
れ
等
の
災
害
に
対
処
す
る
た
め
、
あ
る
程
度
の
山

林
は
確
保
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
氷
室
を
覆
う
樹

木
の
存
在
も
あ
り
得
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
想
定
の

域
を
出
な
い
が
、
一
乗
谷
の
氷
室
に
つ
い
て
思
い
を

め
ぐ
ら
し
た
。
今
後
の
調
査
に
よ
り
遺
構
の
検
出
が

期
待
さ
れ
る
。
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註(
1
)
氷
と
人
間
生
活
の
歴
史
に
関
す
る
全
般
的
な
著
書
に

は
、
田
口
哲
也
『
氷
の
文
化
史
〔
人
と
氷
と
の
ふ
れ
あ
い

の
歴
史
〕
』
冷
凍
食
品
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
が
あ
る
。

(
2
)
井
上
薫
「
都
祁
の
氷
池
と
氷
室
」
『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』
第
八
五
号
、
一
九
七
九
年
。
佐
原
真
『
食
の
考
古

学
』
一
人
ニ

1
一
九

0
ペ
ー
ジ
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
六
年
。
な
お
氷
室
に
関
す
る
考
古
学
的
な
調
査
研

究
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。

(
3
)
奥
野
高
広
「
主
水
司
領
の
研
究
」
『
国
史
学
』
第

四
十
七
・
八
号
、
一
九
四
四
年
。
福
尾
猛
市
郎
「
主
水
司

所
管
の
氷
室
に
つ
い
て
l
猪
熊
信
男
氏
蒐
集
文
書
の
紹
介

を
か
ね
て
|
」
『
日
本
歴
史
』
第
一
七
八
号
、
一
九
六
三
年
。

(
4
)
『
日
本
一
鑑
』
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
中
島
敬
三
日

本
一
鑑
』
研
究
史
」
『
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
五

O
集、

史
学
科
編
第
二
二
号
、
一
九
九
六
年
に
詳
し
く
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

(
5
)
以
下
『
日
本
一
鑑
』
の
本
文
は
、
梅
田
信
隆
禅
師
退

董
記
念
出
版
『
日
本
一
鑑
の
総
合
的
研
究
本
文
篇
』
稜
伽

林
、
一
九
九
六
年
に
よ
る
。
同
書
の
底
本
は
民
国
二
十
八

年
(
一
九
三
九
)
文
殿
閤
影
印
本
で
一
ペ
ー
ジ
に
一
丁
の

片
面
を
載
せ
る
。

(
6
)
鄭
舜
功
の
日
本
に
お
け
る
行
動
に
つ
い
て
は
、
神
戸

輝
夫
「
鄭
舜
功
と
蒋
洲
|
大
友
宗
麟
と
会
っ
た
二
人
の
明

人
|
」
『
大
分
大
学
教
育
福
祉
科
学
部
研
究
紀
要
』
一
一
一

(2)
、
一
九
九
九
年
が
詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
。

(
7
)
中
島
敬
「
鄭
舜
功
の
来
日
に
つ
い
て
」
『
東
洋
大

学
文
学
部
紀
要
』
第
四
十
七
集
史
学
科
篇
第
十
九
号
、

一
九
九
四
年
。

(8)
江
戸
時
代
の
舟
橋
家
の
祖
先
に
あ
た
り
、
慶
長
六
年

十
二
月
二
十
四
日
に
称
号
を
高
倉
か
ら
舟
橋
に
改
め
た
。

『
慶
長
日
件
録
』
同
日
条
。

(9)
『
増
訂
故
実
叢
書
第
十
三
回
禁
中
方
名
目
抄
校
註
外
五

種
』
二

O
六
、
二
四
0
ペ
ー
ジ
、
吉
川
弘
文
館
二
九
二
九
年
。

(
叩
)
奥
野
氏
も
永
正
六
年
の
氷
室
の
史
料
に
つ
い
て
そ
れ

を
丹
波
に
比
定
し
て
い
る
。
奥
野
氏
前
掲
注

(
3
)
論
文
。

(
日
)
『
実
隆
公
記
』
永
正
八
年
七
月
十
一
日
条
、
十
月

二
十
八
日
条
、
十
一
月
五
日
条
。

(
ロ
)
松
岡
久
人
編
『
広
島
大
学
所
蔵
「
猪
熊
文
書
」
(
一
)
』

福
武
書
底
、
一
九
人
二
年
。

(
日
)
京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
伏
原
家
文
書
『
氷
室
山
要
記
』
。

(
弘
)
土
井
洋
一
「
抄
物
の
手
控
と
聞
書
|
口
語
資
料
と
し

て
の
性
格
|
」
『
国
文
学
孜
』
第
二
十
四
号
二
九
六
O
年。

(
お
)
京
都
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
編
『
林
宗
二
・

林
宗
和
自
筆
本
毛
詩
抄
』
上
巻
五
九
三
ペ
ー
ジ
、
臨
川
書

底
、
二

O
O
五
年
。

(
路
)
『
韻
府
群
玉
』
は
日
本
で
広
く
流
布
し
た
宋
末
明
初

の
韻
4

脅
か
つ
類
書
で
あ
る
。
『
玉
塵
抄
』
は
『
韻
府
群

玉
』
の
初
め
の
六
巻
を
対
象
と
し
た
講
述
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
『
韻
府
群
玉
』
の
第
七
巻
に
は
「
泳
」
の
項
が
あ

り
、
多
数
の
熟
語
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら

惟
高
妙
安
の
そ
の
部
分
の
講
述
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
底
本
は
『
抄
物
大
系
別
冊
十
玉
慶
抄
』
勉
誠
社
、

一
九
七
二
年
に
よ
る
。
引
用
部
分
は
同
書
第
一
冊
二

0
0

ペ
ー
ジ
、
第
二
冊
四
九
ペ
ー
ジ
、
第
九
冊
一
三
一
二
ペ
ー
ジ
。

(
刀
)
『
元
亀
二
年
京
大
本
運
歩
色
葉
集
』
三
四
三
ペ
ー
ジ
、

臨
川
書
底
、
一
九
六
九
年
。

(
沼
)
真
柳
誠
「
『
格
致
余
論
』
『
局
方
発
揮
』
解
題
」
『
和
刻

漢
籍
医
書
集
成
』
第
六
輯
、
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社
、

一
九
八
九
年
。

(
m
m
)

川
瀬
一
馬
「
梅
寿
軒
の
医
書
関
版
に
つ
い
て
」
『
書
誌
学
』

復
刊
新
九
号
、
一
九
六
七
年
。
熊
野
弘
子
「
江
戸
前
期
に
お

け
る
中
国
医
書
の
受
容
と
医
者
像
|
|
『
格
致
余
論
」
を

中
心
に
」
『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
三
号
、
二
O
一
O
年。

(
却
)
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
富
士
川
文
庫
寛
永
二
十
一

年
版
『
格
致
余
論
紗
』
五
巻
五
冊
本
に
よ
る
。

(
幻
)
『
続
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
下
』
一
七
一
ペ
ー
ジ
。

(
辺
)
『
続
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
下
』
一
八
八
、
一
九
0
ペ
ー
ジ
。

(
お
)
前
掲
注

(
1
)
閉
口
哲
也
著
書
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

(M)
安
田
喜
憲
「
朝
倉
氏
遺
跡
の
花
粉
分
析
」
『
特
別
史
跡

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
環
境
整
備
事
業
報
告
I
』
福
井
県
教

育
委
員
会
、
一
九
七
八
年
。

付
記本

稿
を
な
す
に
あ
た
り
熊
野
弘
子
氏
、
田
中
志
瑞
子
氏
の

ご
教
示
に
預
か
っ
た
。
な
お
京
都
大
学
附
属
図
書
館
清
家

文
庫
・
富
士
川
文
庫
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
「
京
都
大
学

電
子
図
書
館
貴
重
資
料
画
像
」
を
参
照
し
た
。
ま
た
京
都

府
立
総
合
資
料
館
で
は
、
「
伏
原
家
文
書
」
と
『
韻
府
群
玉
』

を
閲
覧
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




